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連結子会社による孫会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 
 

 
当社連結子会社である株式会社フィットハウス（以下、「フィットハウス」といいます。）は、本日開催の

フィットハウス取締役会において、フィットハウスの完全子会社（当社の孫会社）である株式会社フィット

エージェンシー（以下、「フィットエージェンシー」といいます。）を吸収合併することを決議し、本日付で

合併契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、本合併は連結子会社と孫会社間の合併（簡易合併・略式合併）であるため、開示事項及び内容を一

部省略しております。 

 

記 

 

１．合併の目的 

当社の子会社及び孫会社の経営資源を統合することにより、経営の効率化を図り、当社グループ全体の企

業価値を向上させることを目的としております。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

取締役会決議日（両社） 2019 年 5 月 8 日 

合併契約締結日 2019 年 5 月 8 日 

合併契約の効力発生日 2019 年 8 月 21 日 
（注） 本合併は、フィットハウスにおいては会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併の手

続きにより、フィットエージェンシーにおいては会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略

式合併の手続きにより、両社いずれも株主総会の承認を得ずに行う予定です。 
 

（２）合併方式 

フィットハウスを存続会社、フィットエージェンシーを消滅会社とする吸収合併といたします。 

 

（３）合併に係る割当ての内容 

フィットハウスはフィットエージェンシーの全株式を保有しているため、本合併による一切の対価の

交付はありません。 

 

（４）本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 



３．合併当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

名 称 株式会社フィットハウス 株式会社フィットエージェンシー 

所 在 地 岐阜県可児市下恵土 868 番地 岐阜県可児市下恵土 868 番地 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 吉田 直人 代表取締役社長 内田 吉彦 

事 業 内 容 靴、鞄、服飾雑貨等の小売業 広告代理業 

資 本 金 2,683,528 千円 10,000 千円 

設 立 年 月 日 1991 年 12 月 3 日 2003 年 12 月 3 日 

発 行 済 株 式 数 21,835,000 株 200 株 

決 算 期 8 月 20 日 8 月 20 日 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 当社 91％ フィットハウス 100％ 

 

４．合併後の状況 

本合併後の存続会社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。 

 

５．今後の見通し 

本合併が当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 

 


